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１ Ⅰ－１－(1) 農業の振興 
 
●持続可能な米づくり 
 持続可能な米づくりに向けては、米につい
て、農家が再生産可能な価格であると同時に消
費者にご理解いただける価格であることが必
要。 

 
 
持続可能な米づくりに向けては、生産者が経営を継続できる所得

を確保することと、消費者の理解を得られる価格形成が必要である
と考えております。 
 国に対し、重点要望等の機会を通じて、生産者の経営継続が困難な
米価に下落することがないよう、より正確な全国の生産量と需要の
実態を把握した上で、適切な需給見通しを示すとともに、価格高騰に
よる消費者への影響を緩和するための支援策を講じるよう、要望し
てまいります。 
 
 
 

２ Ⅰ－１－(1) 農業の振興 
 
●環境に配慮して農業に従事する若者・小規模

農家への支援 
 環境問題に危機感を持つ若者が農業を目指
すケースが見られる。他方、農林大学校を卒業
しても、農業で生計が立てられず、離農するケ
ースもある。大規模農業への支援だけではな
く、有機農業や自然農などに取り組む小規模農
家や、若い就農者が生活できるような支援が必
要。 

 
 
農業者が経営を継続できる所得の確保に向けて、有機農業など付

加価値の高い農業の取組を進め、販路開拓や生産安定技術確立など
の支援を行っているところです。 
 一方で、地域農業の維持には、認定農業者などの担い手に加えて、
農地の受け手や地域の共同活動に参加する人など、様々な人材が必
要であることから、小規模農業を営みながら他産業で生活に必要な
所得を確保する半農半Ｘなど、多様な人材を確保するための支援を
行っております。 
 また、農林大学校の学生が卒業後、農業で自立・定着できるように、
一旦農業法人などに雇用就農し、技術習得や経営開始に必要な資金
を確保してから、将来的に自営就農に向かうための支援として、令和
７年度から新たに自営就農支援員を、農林大学校内に配置しました。
今後、雇用から自営への移行を円滑に進めるための支援を行ってま
いります。 
 若い農業者の就農直後の経営確立に向けては、引き続き各種補助
事業等により支援を行ってまいります。 
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３ Ⅰ－１－(3) 水産業の振興 
 
●水産業における安心快適な職場環境づくり 
 高温期が長期間続く中でも、漁業を魅力ある
職業とするため、従事する漁業者の労働環境の
改善、船上における遮熱、冷房、猛暑に対応し
た省力機器の導入、漁獲物の鮮度保持のための
魚槽の保冷機能強化など、安心快適に働ける職
場環境づくりに向けて具体的な対策の検討を
お願いしたい。 
 

 
 
漁獲物の鮮度、品質の保持対策については、県の「水産業省エネ・

省コスト機器等導入緊急支援事業」や「沿岸自営漁業所得向上対策事
業」により高性能な保冷機器等の導入を含む漁業者の鮮度保持の取
組を支援してまいります。 
 労働環境の改善、船上における遮熱、冷房、猛暑に対応した省力機
器の導入については、現在、県の支援事業はありませんが、国の「水
産業成長産業化沿岸地域創出事業」等が、漁船の建・改造時に活用可
能と考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ Ⅰ－１－(3) 水産業の振興 
 
●漁業の担い手育成、所得向上等の取組 
 漁業の担い手育成や漁業者の所得向上、アユ
の優良種苗系統作出は水産業の振興に必要な
事業であると考えているので、引き続き取組を
お願いしたい。 

 
 
令和２年度から、漁業技術の習得研修や新漁法の導入などにより

沿岸自営漁業者の確保と所得向上に、県内産種苗の放流拡大により
アユ資源の確保・安定化に重点的に取り組んでいるところです。 
 引き続き、今年度からの第２期島根県農林水産基本計画に基づき
関係機関と連携して取り組んでまいります。 
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５ Ⅰ－２－(4) 成長を支える経営基盤づくり 
 
●中小企業への支援 
 物価高騰の中、賃上げへの対応で厳しい状況
にある中小企業・小規模事業者に対する補助を
継続してほしい。 
 

 
 
厳しい状況にある中小企業・小規模事業者に対しては、深刻な人手

不足などに対応するため、省力化投資等支援事業による支援を行っ
ております。 
 また、エネルギー価格・物価高騰対策として実施してきたエネルギ
ーコスト削減効果の高い設備投資等への支援について、既に支援を
受けた企業も再度支援が受けられるように見直したほか、補助金の
上限額を 1.5 倍に引き上げました。 
 引き続き、国の予算も活用しながら中小企業・小規模事業者の経営
支援に取り組むとともに、国に対して財政措置をしっかりと求めて
まいります。 
 
 
 
 

６ Ⅰ－２－(4) 成長を支える経営基盤づくり 
 
●電気代の軽減措置 
 県内の中小企業は後継者不足、物価高騰、人
手不足、最低賃金上昇への対応などで厳しい状
況にあり、廃業を検討せざるを得ない企業も多
い。 
現在、電気料金が非常に高い状況にあり、事

業者にとっても家庭にとっても大きな問題と
なっている。島根には原発があることを活かし
て、電気料金が安くなるような支援ができない
か。 

 
 
県では、国からの交付金を活用し、松江市内の対象地域の住民や企

業を対象とする実質的な電気料金の割引となる補助金を交付してい
ます。 
 また、島根原子力発電所を有する中国電力株式会社へは、今後の決
算で財務状況が改善し、例えば株主に対して安定配当ができるよう
な状況になれば、料金の引き下げを検討・実施していただくよう、要
請しています。 
 なお、後継者不在による休廃業が生じないよう、専門の事業承継推
進員による相談対応、事業承継計画の策定などを関係機関と支援し
ております。加えて、エネルギーコスト削減効果の高い設備投資等へ
の支援について、既に支援を受けた企業も再度支援が受けられるよ
うに見直したほか、補助金の上限額を 1.5 倍に引き上げました。 
 引き続き、中小企業・小規模事業者の経営支援に取り組んでまいり
ます。 
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７ Ⅰ－２－(4) 成長を支える経営基盤づくり 
 
●県内事業者における経営体力の向上 
 最低賃金の状況や経営革新計画に取り組む
事業所数が少ない現状を踏まえると、県内事業
者における経営改善等を進めるために、経営者
に向けたアドバイスや専門家のコーディネー
トが重要。県としても橋渡し役をしっかり担っ
ていただきたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 県内事業者が経営改善や経営革新の取組を進める場合、各社の経
営課題を整理し、計画策定などを支援するため、事業者に向けた外部
の専門家を派遣するアドバイザー派遣事業を実施しており、経営者
を含めて専門的な助言が受けられるよう取り組んでいます。 
 制度の実施に当たっては、事業者に身近な商工団体等を問い合わ
せ窓口にしており、事業者にあった支援をコーディネートできる体
制を整備しております。 
 特に、今年度は、物価高騰や米国関税措置など経営環境が厳しくな
っていることを踏まえ、予算を拡充し、県内事業者の取組を支援して
おります。 
 

８ Ⅰ－２－(4) 成長を支える経営基盤づくり 
 
●地元事業者への公共事業の優先発注 
大規模公共事業や民間の建設事業について、

県外事業者が元請けとなるケースが多い。まず
は公が地元企業へ優先発注することで、民間の
取引にもその取組が広がっていくと考える。公
契約条例などにより地元企業への優先発注、労
働者への配分などを図っていただきたい。 
 

 
 
 県内中小企業の振興については、「島根県中小企業・小規模企業振
興条例」に基づき、取組を進めています。この中で、工事発注や物品
等の調達において、県内中小企業の受注機会の確保に努めることと
しており、条例に基づき、地元企業の優先発注についても取組を進め
ております。また、近年、物価等の高騰や人件費の上昇が続く中で、
市場価格等に十分に配慮した適正な価格水準での発注を行うことに
努め、中小企業の人件費の引き上げなどの原資が確保できるよう取
り組んでおります。 
 併せて、県が発注する公共事業においては、橋梁の上部工やダムの
本体など、県内事業者のみでは対応が困難な特殊工事を除き、ほぼ全
ての公共工事を県内業者に発注しています。引き続き、県内企業が受
注できるよう、適切な制度運用に取り組んでまいります。 
 公契約条例の制定については、賃金の下限額の合理的な設定や個
人ごとの賃金の確認、また民間受注業務への影響など様々な課題が
あると考えております。引き続き、国や他の自治体の状況などを調
査・研究してまいります。 
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９ Ⅰ－２－(5) 産業の高度化の推進 
 
●誘致企業と地元企業の人材確保 
 誘致企業による新規雇用計画数について、高
い目標値を掲げている中で、地元の中小企業の
人材確保は難しい状況になるのではないか。 

 
 
企業立地は、県外企業の新規立地と県内企業の再投資の促進の両

面で取り組んでおり、ご指摘いただいた目標値は、島根県内の中小企
業が事業拡大した際の新規雇用計画数も対象としています。 
毎年、多くの若者が進学や就職で県外に転出する状況のなかで、で

きるだけ島根に留まり、また、できるだけ多く島根に戻ってきてもら
うためには、県内の高校生や県外に進学した学生等から選ばれる魅
力ある事業所を増やしていくことが重要です。 
そのため、企業誘致の取組だけではなく、地元企業においても、魅

力ある職場づくりに向けた支援や、学生などへの県内企業の情報発
信などの取組を進めております。 
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10 Ⅰ－３－(1)  多様な就業の支援 
 
●外国人の受入 
 人口増加させる手段として、多様性を受け入
れる観点からも、外国人に島根に移り住んでも
らうことにも目を向けてはどうか。 
 

 
 
県内の外国人住民数は、年々増加しており、令和７年１月１日時点

で初めて１万人を超えました。今年に入っても１月から８月の８か
月間で約 700 人増加しており、今後も人材の不足を背景に、さらに
増加することが見込まれます。 
 外国人が島根に移り住む主な要因としては、県内企業等での就業
があげられます。島根労働局が公表している「外国人雇用状況」の届
出状況によると、令和６年 10 月末時点で県内の外国人労働者数は
5,675 人で、令和５年の 4,978 人から 697 人増加しています。平成 19
年に届出が義務化されて以来、過去最高となっており、今後も増える
ことが予想されますが、外国人材を雇用するかどうかは、事業者それ
ぞれが判断されるものと考えております。 
こうした状況のもと、企業向けの外国人材雇用情報提供窓口の設

置に加え、県内企業に就業されている外国人材の職場への定着を図
るため、外国人材（技能実習生または特定技能外国人）を受け入れて
いる、または受け入れ予定の企業に対して、外国人材特有の事情に配
慮した就労・居住環境の改善やコミュニケーション促進等の取組に
要する経費の一部を助成する制度を、今年度新たに設けました。 
 引き続き、県内企業等における外国人材の適正な雇用と職場定着
を進めていくため、必要な情報提供や相談対応を行い、外国人材がい
きいきと働き続けられる職場づくりを促進してまいります。 
 加えて、外国人住民が安心して地域での生活が送れるよう、多言語
での相談体制の整備や、日本語教育機会の提供等の支援を行ってい
るほか、日本人住民向けに、多文化共生セミナーを開催するなど、多
文化共生意識を醸成する取組を進めております。引き続き、市町村や
関係団体等と連携し、多文化が共生する地域づくりに取り組んでま
いります。 
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11 Ⅰ－３－(1) 多様な就業の支援 
 
●学生の県内就職 
 学生の県内就職に当たっては、就職活動時の
企業の対応やサポートが大切。丁寧な対応をす
ることで、県内企業を選んでもらうことにつな
がる。 
 
 
 
 

 
 
県内外に進学した学生をはじめとする若者に、島根で働く魅力や

意義について考え、県内企業等への就業意識を高めてもらうための
情報や機会をきめ細かに提供していくとともに、企業自らが処遇や
職場環境の改善に取り組んでいただき、採用力を強化してくことが
必要です。 
 企業において丁寧な対応につながるよう魅力ある企業情報の発信
やインターンシップ等の積極的な活用への支援や、ワークライフバ
ランスの実現と定着への支援により、島根で働き続けたいと思う若
者を増やせるよう取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 

12 Ⅱ－1－(1) 結婚への支援 
 
●「しまコ」の普及・発展 
 出生数の増加に向けては、いかに婚姻数を増
やすかが重要。コンピューターマッチングシス
テム「しまコ」について、県が運用しているこ
とによる安全性や、丁寧な対応などをＰＲして
普及・発展していくよう取組を進めてほしい。
また、成婚事例など、「幸せの報告」の発信も
行ってはどうか。 
 

 
 
「しまコ」については、令和５年度に県が行ったアンケート調査

で、出会いの機会が少ない、または、ないと答えた方が９割を超える
中、若い方における認知度が高まるようＳＮＳを活用するなど、効果
的なＰＲに取り組んでおります。引き続き「しまコ」が安心して利用
でき、サポートが充実した会員制のマッチングシステムであること
などの魅力を伝え、利用促進に取り組んでまいります。 
 また、成婚実績や利用者の声などのほか、マンガを用いた成婚事例
の紹介も行っているところであり、引き続き、ＰＲの方法や内容につ
いても工夫してまいります。 
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13 Ⅱ－1－(1) 結婚への支援 
 
●「島コン」の目的の明確化 
 東京などで定期的に開催している「島コン」
について、島根への移住につなげる婚活支援な
のか、関係人口や友達づくりなのか、目的が曖
昧であり、参加者の不満も聞いている。事業目
的が達成できるよう、参加条件や対象年齢につ
いて改めるべきではないか。 
 
 
 

 
 
 「島コン」は、東京で島根県出身者同士がもっと気軽に出会える場
所がほしいとの声から、結婚による島根への移住支援を事業目的に
しながらも、その糸口となる交流の場として幅広く参加者を受け入
れてまいりました。 
 今後の企画に当たっては、事業目的を明確にし、目的にあったイベ
ントとなるよう内容や周知方法を見直すこととしております。 
 
 
 
 
 
 
 

14 Ⅱ－1－(2)  妊娠・出産・子育てへの支援 
  
●保育士の確保・職場環境の整備 
保育士確保についての支援はあるものの、離

職率は高く、保育士不足が続いている。保育士
が働きたい、働き続けたいと思えるような環境
づくりが必要。また、保育所では、子どもの人
数が減ることで運営費も減少し、せっかく確保
している保育士を手放さなければいけないと
いうことが起きており、保育所が「雇用し続け
られる」ことも大切。 

 
 
 保育士の皆さんが働きやすい環境づくりについては、保育所の管
理職等を対象とした「働きやすい職場づくりセミナー」の開催や、新
人保育士をサポートする「エルダー制度」の実施、業務の負担軽減を
図るためのＩＣＴ導入等など保育所の取組を支援しているほか、保
育士の処遇改善について、国に働きかけも行っているところです。 
 また、保育所の利用児童が減少する中、保育所の運営を支援するた
め、利用児童数が 20 人未満の小規模な民間保育所に対して、県単独
補助を行っており、国に対しても安定的な施設運営が行えるよう必
要な財政支援を求めているところです。 
 引き続き、地域の保育環境の維持に向けて、保育士の皆さんが働き
やすい環境づくりや、小規模な民間保育所の運営を支援してまいり
ます。 
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15 Ⅲ－１－(1) 小さな拠点づくり 
 
●集落支援員が果たす役割 
 地域の担い手確保について、集落支援員が果
たす役割に期待している。また、地域づくりを
頑張っている地域の横のつながりにより、好事
例を共有していくことが大切。 

 
 
集落支援員については、地域を支える重要な役割を担っていると

認識しており、今年度から集落支援員を対象とした研修やアドバイ
ザー派遣の制度を設け、スキルアップ支援に取り組んでいるところ
です。 
 また、好事例の共有については、小さな拠点づくりにおける先進事
例の取組の過程、成果などを「しまねの郷づくり応援サイト」をはじ
め様々な広報媒体を活用して県民の皆様に周知を図っております。 
 
 
 
 
 
 
 

16 Ⅲ－１－(1)  小さな拠点づくり 
 
●移動販売事業への支援 
 移動販売事業について、立ち上げ支援はある
ものの、ランニングコストへの支援がない。中
山間地域に住む高齢者にはかけがえのない事
業であり、スタッフとの交流の場にもなってい
る。どうすれば維持していけるのか、市町村と
議論の場があるといいし、行政の積極的な関与
をお願いする。 

 
 
移動販売事業については、ご意見のとおり、買い物機能のみならず

高齢者の交流の場としても活用されるなど、地域にとって大切な取
組と認識しています。 
一方で、買い物機能を維持・確保するためには、移動販売のみなら

ず、最寄りのスーパー、商店への交通の確保なども併せて検討する必
要があると考えます。 
いずれにしましても、買い物を含め生活機能の維持・確保を図るた

めには、それぞれの地域の実情に応じ進める必要がありますので、基
礎自治体である市町村において、まずは検討・実施された上で、県と
しては、その課題や求めに応じて何ができるか検討してまいります。 
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17 Ⅲ－１－(1)  小さな拠点づくり 
 
●路線バスの利便性向上 
 地域内ではデマンド交通があるものの、地域
外からの来訪を考えると、公共バスの利便性確
保に向けた工夫が必要。 

 
 
路線バスの利便性を高めるため、ＡＩによる配車システムや、キャ

ッシュレス決済機器の導入を支援してきました。 
また、市町村の主催する地域公共交通会議の場に県も参画し利便

性確保に向けた検討を進めるほか、県や市町村の担当者で構成する
ワーキンググループにおいて、先進的事例の共有などを行っている
ところであり、引き続きこうした取組を通じて公共バスの利便性確
保に向けて取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 
 

18 Ⅲ－１－(2)  持続可能な農山漁村の確立 
Ⅲ－４－(3)  産業インフラの整備促進 
 
●藻場保全や漁場整備等の取組 
 藻場の保全や生態系維持、漁場の整備につい
て、引き続き取組を進めていただきたい。 
 

 
 
 
海洋環境の変化などにより海藻が減少する「磯焼け」の進行や、繁

茂する海藻の種類の変化に対応するため、漁業者等が取り組む藻場
の保全対策について、水産多面的機能発揮対策などを通じて支援し
てまいります。 
また、魚介類の良好な生息環境を整備することで資源の維持、増大

を図り、漁業者の所得向上に資する魚礁、増殖礁、藻場礁を一体的に
整備してまいります。 
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19 Ⅳ－1－(1) 学校と地域の協働による人づく
り 

 
●探究学習における地域差の解消 
 探究学習について、県内でも濃淡があるよう
に感じている。各地域の特性を活かしつつ、例
えば、県内の巡回支援、県立大と連携した伴走
人材の派遣、オンラインプラットフォームの設
置など、濃淡をなくしていくための具体的な対
策を進めていただきたい。加えて、高校におい
ては、地域、企業、ＮＰＯ等と連携を図って、
ふるさとへの愛着心を育むために、高校生と地
域をつないでいく具体的な方法を探究学習か
ら広めていっていただきたい。 
 
 
 

 
 
 
 県教育委員会では、高校魅力化コンソーシアムを通じた地域と連
携した教育を進めており、探究学習においても、各地域の状況に応じ
て、地元企業、県内大学、地域の方々の協力をいただきながら、生徒
の活動の充実に努めております。 
 今後も、各校への訪問によるサポートや探究学習担当者研修等を
実施することで、全ての高校が地域の実情や特色を活かした探究活
動に、積極的に取り組めるよう支援してまいります。 
 

20 Ⅳ－1－(1) 学校と地域の協働による人づく
り 

 
●「ガクチカ」できる機会の創出 
 学校教育において探究学習を進め、多様な経
験を積んで「ガクチカ」を進めるためには、学
校での授業を改善し、地域に出かける時間を確
保することが必要。企業での面接では、どんな
経験を積んできたか、どんな学びをしてきたか
を問われることが多く、ガクチカできるような
機会を増やしていただきたい。 
 
 
 
 

 
 
 
学校教育においては、学んだことを自分の人生や社会に活かせる

よう、まずは基礎学力の定着に向けて取組を進める必要があります。 
 その上で、ご意見にありますように、地域資源を活用した学びは重
要だと考えており、各高校で「総合的な探究の時間」を中心に、地域
での実体験や多様な人々との交流など社会につながる学習に取り組
んでおります。今後も、地域課題や身近な社会問題の発見・解決を目
指した学びや自らの興味・関心をさらに深める学び、自らのキャリア
形成に生かすことができる学びをさらに進めてまいります。 
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21 Ⅳ－1－(1) 学校と地域の協働による人づく
り 

 
●ブラジル人の高校生への「へるん入試」の周

知 
 出雲市などのブラジル人は、定住志向が強ま
っている。大学進学を目指すブラジル人に対
し、県外に出なくても「へるん入試」により県
内進学の道があることや、島根大学は中南米の
東大と言われているサンパウロ大学と協定を
結んでおり留学も可能であることなどを対象
者に十分周知してほしい。 
 

 
 
 
 県立高校において、全ての生徒に対して、生徒の希望等を踏まえ
て、へるん入試を含めた県内大学への入試制度や県内大学での学び
の内容を紹介するなど、進路実現の取組を引き続き行っていまいり
ます。 
 なお、日本語指導が必要な生徒に対しては、宍道高校での受入を行
い、その一人ひとりの希望に沿う進路指導に引き続き取り組んでま
いります。 
 
 
 
 
 

22 Ⅳ－1－(3) 地域を担う人づくり 
 
●大学生、中高生への少子化問題の啓発 
 大学生、中高生に少子化問題の重大さを教え
込まないといけない。将来困るのは自分たちで
ある。 

 
 
若者が地域の将来を自分事として考えられるよう意識を啓発する

ためには、ご意見にあります少子化問題をはじめ、高齢化などに起因
する地域課題やその解決に取り組む地域住民の方々に触れ、自ら考
える機会を設けることが重要であると考えています。 
 公立学校においては、学習指導要領に基づき、社会科、地理歴史・
公民科において必要に応じて取り上げております。また、地域の課題
やそこで暮らす人々に触れる機会を創出し、地元への愛着や地元に
役に立ちたいという思いにつながるふるさと教育や探究的な学びの
取組を進めています。さらに、県内進学・就職の促進に向けた情報発
信や、学校と企業との交流の場の創出や、大学等の求めに応じて学生
に対し少子化や人口減少など島根を取り巻く諸課題について説明す
るなど、引き続き、若者が島根の将来を考える機会の創出に引き続き
取り組んでまいります。 
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23 Ⅳ－１－(3)  地域を担う人づくり 
 
●県内の専門学校における生徒確保 
 高卒で就職する割合が減っている中で、県内
の専門学校における生徒数確保は厳しい状況。
地元で生徒の奪い合いが続くと、せっかくある
専門学校の存続も危ぶまれる。県内外の学生に
対して島根には専門的な技術を学べる環境が
あるということを広報していってほしい。 

 
 
 県内外の学生に対して島根には専門的な技術を学べる環境がある
旨については、これまで、専修学校の関係団体が作成する専修学校を
紹介するパンフレット作成への支援のほか、県内の私立専修学校に
対して、県内外の中高生に対しての説明会開催や WEB オープンキャ
ンパスの開催への支援をしており、引き続き県内専修学校の生徒確
保に向けて取り組んでまいります。 
 

24 Ⅳ－２－(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の
情報発信 

 
●ＳＮＳを活用したしまねの魅力発信 
 「誰もが、誰かの、たからもの。」のキーフレ
ーズを使った島根の魅力発信について、ＳＮＳ
を活用する際に、情報を届けたい相手に届いて
いないのではないか。発信内容、タイミング、
発信チャネルの選択などを分析していただき
たい。そうした分析を踏まえて、インフルエン
サーの活用など、効果的な広報活動につなげて
いただきたい。 
 

 
 
 
キーフレーズを用いた島根のイメージ発信は、県内外の方々に、自

らの暮らしや同じような経験との共通点を通して、「人のつながり」
や「人の温もり」など、キーフレーズに込められた島根の良さや魅力
に共感したり、再認識したりしていただくことにより、ふるさと島根
への愛着や関心を持つ人を増やすことを目的としております。 
このイメージ発信広報を届けたい方に確実に届けるためには、対

象者の年齢層や広報する時期などを意識し、より訴求効果の高い媒
体を活用して発信していくことが必要であると考えております。 
このため、ＳＮＳを活用する際には、各媒体の主な利用者の傾向や

特性に応じてターゲットの設定を行うなど効率的に発信を行うとと
もに、クリック率等の実績を分析し発信内容や使用する媒体等の見
直しを適宜行っております。 
なお、特定の人物等の活用によりイメージの固定化につながるよ

うな取組は今のところ検討しておりませんが、より多くの方に、キー
フレーズと、その意味する「島根らしさ」が広がっていくよう、島根
版ふるさと親善大使「遣島使」や県人会の皆様にＰＲの協力をお願い
するなどの取組を引き続き行ってまいります。 
引き続き、県内外の多くの方々に島根の良さや魅力を発信できる

よう、工夫と改善を行いながら、効果的、効率的な発信に取り組んで
まいります。 
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25 Ⅳ－２－(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の
情報発信 

 
●しまねの「暮らし」や「魅力」の情報発信 
 民間の調査会社によると、島根の魅力度は全
国 42 位で、前年から順位を４つ下げている。
「しまねの『暮らし』や『魅力』の情報発信」
は第２期島根創生計画においても非常に重要
な施策であると考えるので、引き続き、強力に
推進していただきたい。 
 

 
 
 
島根創生計画の実現に向けては、ふるさと島根への愛着を育み、島

根へ関心を持つ人を増やすことが重要であることから、キーフレー
ズ「誰もが、誰かの、たからもの。」を用いた島根の良さや魅力を、
県内外の方と共有し実感していただけるようイメージ発信の強化に
取り組んでいるところです。 
 このイメージを広げ、定着させるためには、多くの方に見ていただ
き知っていただくよう島根の魅力の発信を強化することに加えて、
島根の暮らしを具体的にイメージしていただけるよう分かりやすく
発信する必要があると考えております。 
 このため、より訴求効果の高い広報媒体を活用し発信するととも
に、島根に定住・移住された方の生の声や動画、島根の生活事情にか
かるデータを紹介するなど、具体的な発信を行ってまいります。 
 今後も引き続き、県内外の多くの方々に島根の良さや魅力が伝わ
るよう取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

   

26 Ⅳ－２－(1) しまねの「暮らし」や「魅力」の
情報発信 

 
●「イメージ発信事業」に係る県政世論調査の

結果分析 
 県政世論調査で、「イメージ発信広報を見て
自身が島根で暮らしたいと感じた方」が前年度
比 4.6 ポイント増の 67.4％になっている一方
で、「イメージ発信広報を見て子どもや友人な
どに島根で暮らすことを勧めたいと感じた方」
は、前年度比 4.6 ポイント減の 41.7％になって
いる。この結果をどのように分析しているか。 
 

 
 
 
前年度県政世論調査において、全世代における「イメージ発信広報

を見て自身が島根で暮らしたいと感じた方」が前年度比 4.6 ポイント
増となったことについては、このようなイメージ発信広報の取組に
より、島根の良さや魅力を再認識した方を増やすことに一定の効果
があったものと認識しております。 
 一方、同調査において、30～50 歳代における「イメージ発信広報
を見て子どもや友人などに島根で暮らすことを勧めたいと感じた
方」が前年度比 4.6 ポイント減になったことについては、島根の良さ
や魅力を感じておられる方に対しても、子ども等に勧めたいと感じ
られるほど、島根の魅力や暮らしのイメージが具体的に伝え切れて
いないことが要因と推察されます。 
 このため、子どもと将来について話をする等のきっかけとなるよ
う、島根に定住・移住された方々に島根を選んだ理由や日常生活につ
いて語ってもらった記事や動画、島根の生活事情にかかるデータを
紹介するなど、より具体的に分かりやすく発信するとともに、子育て
世代など対象とする年齢層を意識して、訴求効果の高い広報媒体や
内容による情報発信に引き続き取り組んでまいります。 
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27 Ⅳ－２－(2) 若者の県内就職の促進 

Ⅳ－２－(3) Ｕターン・Ｉターンの促進 
 
●島根に戻ろうと思える対策 
 様々な経験を積むために県外に出た人が、や
はり島根に戻ろうと思える対策が必要。 
 

 
 
 
 島根県では、多くの若者が進学や就職を機に県外に転出する傾向
にあることから、島根への誇りや愛着を育むため、子どもの頃から学
校と地域が連携・協働した教育活動を通じ、島根を愛し、島根の未来
を考える子どもを増やす取組を進めています。また、県内の高等教育
機関や企業が、若者の進学先や就職先の選択肢に加わるよう、これら
との接点を持てる機会を創出し、知ってもらうための取組も行って
います。 
 さらに、企業におけるワークライフバランス推進に向けた取組へ
の支援や、企業誘致の取組などにより、若者にとって魅力ある職場環
境や雇用の場の確保を進めています。こうした取組を通じて、若者に
県内企業の魅力を充分に理解してもらい、進路の選択肢が拡がるこ
とで、結果として県内定着する方々の増加につながることを期待し
ております。 
 また、ご意見にありますように、県外に出て学び、働いている若者
に対し、「島根に戻りたい」と思っていただける取組を進めることも
非常に重要であると考えております。このため、引き続き、島根の自
然の豊かさや人々が互いに支え合う暮らしなどの魅力を、「誰もが、
誰かの、たからもの。」のキーフレーズなども用いて発信し、若者の
島根県への関心やつながりを維持するとともに、島根に「残ろう」「戻
ろう」と考えるきっかけとなる取組を進めてまいります。 
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28 Ⅳ－２－(4)  関係人口の拡大 
 
●県内向けの関係人口施策の展開 
 移住されてきた方の中には、島根をもっと知
りたい、楽しみたいと考えておられる方もおら
れる。関係人口について、県外の人と島根との
つながりだけではなく、県内でのつながりを濃
くしていく視点から、県内での関係人口拡大の
視点も大切なことではないか。 
 

 
 
県内での関係人口拡大については、 
・ しまね関係人口マッチング・交流サイト「しまっち！」を通じ
た県民への地域活動プログラム参加機会の提供 
・ 地域住民等が日頃の地域づくりの取組を発表し、ともに学んで
仲間と交流する場への呼びかけ(地域づくりオールスター祭) 

などの取組により、移住者を含めた県民がより島根を知り、地域との
つながりを深める機会を提供しているところです。 
 今後も、こうした県民の地域活動への参画や交流等を促進し、県内
での関係人口拡大を図ってまいります。 
 
 
 
 
 
 

29 Ⅴ－１－(2)  医療の確保 
 
●訪問看護制度の柔軟な運用 
 訪問看護は、一定の要件を満たした場合（施
設入所の医療的ケア児への対応等）を除いて、
在宅にしか行くことができないが、看護職が不
足している現状においては、施設への訪問も可
能となるような柔軟な対応をしていただくと、
施設としては助かるし、小規模の訪問看護ステ
ーションの経営支援にもなる。 
 

 
 
施設への訪問看護の実施については、居宅と施設のサービス提供

が区別されている国の制度上、限定的にしか認められておりません
が、看護職員が不足している中、どういう対策が必要か、引き続き、
訪問看護支援センターなどの関係者から具体的に現状や課題をお聞
きした上で、必要な対策を検討してまいります。 
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30 Ⅴ－１－(2)  医療の確保 
 
●助産師の県内定着 
 大学を卒業した助産師が、スキルアップで
き、助産師として県内で働くことにやりがいを
見出せる環境になければ県外流出につながる。
人員や症例が少ない中、各病院で研修するのが
難しいので効率的な研修体制が必要。 

 
 
助産師のスキルアップについては、助産の機会が少ない医療施設

から、助産師が不足する医療施設への助産師の出向を支援すること
により、助産師の偏在是正を図るとともに、助産実践能力の強化に取
り組んでいるところですが、より効率的な研修体制の整備について
は、現場のご意見をお聞きしながら検討してまいります。 
また、助産師の活躍の場については、助産師が主体的にお産を介助

する「院内助産」や、助産師が外来で妊婦健診等を行う「助産師外来」
が重要となっており、その普及・理解促進を図っております。 
 
 
 
 
 
 
 

31 Ⅵ－１－(1) 発達の段階に応じた教育の振興 
 
●幼小連携のあり方 
 幼小連携について、カリキュラムを作成する
ことが目的になっている印象がある。現場の実
態を踏まえて内容を深めていくことにもう少
し目を向けてほしい。 
 

 
 
 今年度、県内の多くの市町村で「架け橋期のカリキュラム」に係る
研修が開催され、その意義の浸透を進めているところです。今後は、
カリキュラムの効果的実施についての研修を進め、実効性の高い幼
小接続を進めてまいります。 
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32 Ⅵ－１－(1) 発達の段階に応じた教育の振興 
 
●子どもの基礎体力の向上 
 子どもが姿勢を保持する力の低下を実感し
ている。勉強する際も、体力がないと姿勢を保
持して勉強し続けることができない。子どもの
基礎学力に加えて、基礎体力を向上させること
も必要。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
子どもの基礎体力の向上については、未就学児等の体力向上を目

的とした指導者研修会や専門指導者の派遣、公立小・中学校、義務教
育学校における体育授業や体力向上の取組に対する訪問指導等を実
施しております。これらについて、引き続き関係者と連携して取り組
んでまいります。 
 

33 Ⅵ－1－(2) 学びに向かう力と人間性を高め
る教育の推進 

 
●親への研修機会 
 子どもに対する親の覚悟が足りないと感じ
ている。行政や学校、地域、保育所などに頼り
すぎているのではないか。親を対象とした「子
育てに責任を持つ意識を醸成するための研修」
があってもいいのではないか。 
 
 

 
 
 
親としての役割や子どもとの関わり方についての気づきを促す

「親学プログラム」等を活用した研修を支援しております。保護者が
安心して家庭教育を行えるよう、引き続き、親学ファシリテーターへ
の研修等の支援活動を行い、ファシリテーター等と地域住民との連
携・協働による取組を推進してまいります。 
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34 Ⅵ－1－(6) 社会教育の推進 
 
●開かれた学びの仕組みづくり等 
 社会教育は社会教育施設の利用数等だけで
語れるものではなく、「どこでも」「誰でも」「い
つでも」できるところが魅力であり、開かれた
ものであってほしい。中学、高校、大学といっ
た学校教育から社会教育に至るまでの学びの
パイプラインが構築されていく仕組みが目に
見えてきてほしい。 
 また、社会教育士の活用促進に向けた新たな
取組を期待している。 
 

 
 
社会教育については、学校教育、社会教育、家庭教育が、地域社会

全体で子どもたちの学びと成長を支え、ふるさと島根に愛着と誇り
を持った将来を担う人材を育成するといった共通の目標に向かって
連携・協働する「学びのネットワーク」の構築に向け、社会教育人材
を中心とした学びにつながる場の創出や、社会教育士の養成・育成と
いった取組を今後も継続してまいります。 
 また、社会教育士の利用促進については、全国的に見ても、本県は
人口に対する社会教育士の割合が高いため、こうした社会教育人材
が公民館や学校などにおいて益々活躍できるよう、引き続き、「しま
ねの人づくり交流大会」の開催やしまねの社会人材認証・登録制度の
普及といった社会教育士のネットワーク構築を図ってまいります。
また、市町村と連携しながら社会教育人材の養成を進めるとともに、
住民の方々が主体的に行動し、参加者から参画者へと発展していけ
るよう、取組を推進してまいります。 
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35 Ⅵ－３－(3)  国際交流と多文化共生の推進 
 
●外国人との共生 
志が高い外国人が地域や職場で活躍し、母国

に帰っても島根で学んだことを活かして活躍
すれば、世界が豊かになることにつながるの
で、共生できる環境づくりが大切。 
 

 
 
県内の外国人住民数は、年々増加しており、令和７年１月１日時点

で初めて１万人を超えました。今年に入っても１月から８月の８か
月間で約 700 人増加しており、今後も人材の不足を背景に、さらに
増加することが見込まれます。 
 外国人が島根に移り住む主な要因としては、県内企業等での就業
があげられます。島根労働局が公表している「外国人雇用状況」の届
出状況によると、令和６年 10 月末時点で県内の外国人労働者数は
5,675 人で、令和５年の 4,978 人から 697 人増加しています。 
 共生できる環境づくりに向けては、職場における日本の企業文化
やコミュニケーションの在り方を理解してもらうことに加え、地域
住民との円滑なコミュニケーションも重要であり、そのためには、日
本語能力の習得・向上及び日本生活文化やマナーの理解が欠かせな
いと考えています。 
 こうしたことから、県では、企業向けの外国人材雇用情報提供窓口
の設置に加え、県内企業に就業されている外国人材の職場への定着
を図るため、外国人材（技能実習生または特定技能外国人）を受け入
れている、または受け入れ予定の企業に対して、外国人材特有の事情
に配慮した就労・居住環境の改善やコミュニケーション促進等の取
組に要する経費の一部を助成する制度を、今年度新たに設けました。 
 引き続き、県内企業等における外国人材の適正な雇用と職場定着
を進めていくため、必要な情報提供や相談対応を行い、外国人材がい
きいきと働き続けられる職場づくりを促進してまいります。 
 加えて、外国人住民が安心して地域での生活が送れるよう、多言語
での相談体制の整備や、日本語教育機会の提供等の支援を行ってい
るほか、日本人住民向けに、多文化共生セミナーを開催するなど、多
文化共生意識を醸成する取組を進めております。引き続き、市町村や
関係団体等と連携し、多文化が共生する地域づくりに取り組んでま
いります。 
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36 Ⅶ－1－(2) 地域生活交通の確保  
 
●隠岐航路の維持 
 隠岐航路の減便は、特に島前地域における日
常生活に大きな影響を及ぼしている。隠岐で暮
らし続けていくためにも、県は企業や市町村と
も連携しながら、「暮らしやすさ」を実現し、
高めていっていただきたい。 
 

 
 
 隠岐航路の減便を受け、隠岐４町村と隠岐汽船の間では、「人材確
保に係る確認書」を取り交わし、採用促進、待遇・職場環境の改善等
に向け、相互に連携して取り組むこととされました。 
 現在、その確認書に基づく人材確保計画の作成に向け検討が行わ
れており、その場に県も参画し議論を進めているところです。 
 引き続き、地域にお住まいの皆様が安心して住み続けられる環境
の実現に向けて取り組んでまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Ⅶ－1－(4) 竹島の領土権確立 
 
●竹島の領土権確立に向けた国への働きかけ 
 竹島の領土権確立に向けては、国において主
体的に取り組まれるよう、引き続き、国に対す
る働きかけをお願いする。 

 
 
 これまでも政府に対して、国際司法裁判所への単独提訴を含めた
外交交渉の新たな展開、「竹島の日」の閣議決定や政府主催による「竹
島の日」式典の開催、政府による研究機関や隠岐の島町への啓発施設
の設置などを強く求めてきたところであり、竹島問題の解決に向け
た政府の主体的な取組が早期に実行されるよう、引き続き、強く求め
てまいります。 
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38 その他 
 
●県内事業者の人手不足にかかる状況把握と

支援事業の周知 
 県内事業者がどうやって人手不足をしのい
でいるのか、募集しても人が来ない原因は何か
といった、人手不足の中身についてしっかり把
握しておく必要があるのではないか。また、人
手不足に対する県の支援事業の周知を進め、活
用につなげていただきたい。 
 

 
 
 県内の雇用情勢については、事業所の新卒採用計画と充足率の調
査やハローワークを所管する島根労働局からの毎月の情報提供によ
り動向を把握しているところです。 
 県内の有効求人倍率は、平成 28 年 11 月に 1.5 倍を超えてから新型
コロナウイルス感染症の影響などにより一時低下するものの、令和
７年 10 月末時点で 1.32 倍と横ばいの状態が続いており、人口減少や
少子高齢化が進む中で依然として労働力不足といった構造的課題は
継続しています。こうした状況下にあっては、一旦人員が減少すると
新たに雇用して増加させることは容易ではないため、県内事業者は
雇用延長などにより、人手不足に対応されている状況です。 
 また、商工業、建設、農林水産業、医療・介護・福祉といった分野
ごとに、業界団体との意見交換や事業者への訪問、アンケート調査と
いった方法で、業界ごとの状況や課題について把握しています。 
 県では、生産性の向上や省力化への支援に取り組んでいるほか、各
分野における人材確保や就業者確保に向けた支援制度を設けてお
り、こうした制度について、引き続き、広告媒体の活用や事業者への
訪問などをとおし、幅広く周知し、活用につなげてまいります。 
 

39 その他 
 
●島大と県立大との連携へのサポート 
 既に、両大学間ではできるところから連携を
進めている。連携を進めるに当たり、県に相談
することもあると思うので、クリアすべき課題
やその解決について助言いただくなどのサポ
ートをお願いする。 
 

 
 

 県において、島根大学とのカウンターパートを政策企画監室が、島
根県立大学のカウンターパートを総務部総務課が担っております。 
 県と両大学との間では大学の運営方針、取組、地域連携などについ
て、平時から意見交換を行っております。両大学の連携の推進に当た
っては、今後もこのような場を通じて両大学からの意見・要望を丁寧
に聞き取るとともに、両所属が情報共有しながら、必要な支援を行っ
てまいります。 
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40 その他 
 
●取り残されない高齢者対策 
 高齢の独居世帯のさらなる増加が見込まれ
る中、孤独死を防ぐため、また、水道や道路な
どの維持管理の観点から、限界集落を離れて集
まって住んでもらうことも行政の責任だと思
う。高齢者に町の中心部に移り住んでもらい、
大学生など若者と交流できるような仕掛けづ
くりをしていくと、まちが豊かになると思う。 

 
 
高齢世帯の集住については、様々な意見があると承知しておりま

す。このため、まずは基礎自治体である市町村と地域の方が今後の望
ましい地域のあり方についてよく話し合っていただき、対応を検討
し、実施していただきたいと考えています。その上で、市町村の意見・
要望を踏まえて、県として何ができるかを検討してまいります。 
 また、令和７年６月に国が示した「地方創生 2.0 基本構想」におい
て、「日本版ＣＣＲＣ」について触れられており、今後、国の動きを
注視してまいります。 
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41 その他 
 
●課題先進県としての決意 
 人口減少が進む日本は、世界の課題先進国で
あり、その中で島根は課題先進県である。課題
は非常に多く、持続可能性といったところに全
てが集約される。マンパワーやお金に限りはあ
ると思うが、そうも言っていられない。各分野
が協力し、県を支えて課題解決のモデルとなれ
るような島根創生につなげていきたい。 

 
 
島根県は、全国の他の地域よりも早くから人口減少・少子高齢化と

いう課題に直面し、長年この課題に向き合ってきました。第１期島根
創生計画におきましても、人口減少に歯止めをかけるため、新型コロ
ナウイルス感染拡大や、エネルギー価格・物価高騰などの喫緊の課題
へも対応しながら、産業振興や、結婚・出産・子育てへの支援、中山
間地域・離島の暮らしの確保、地域振興を支えるインフラの整備、島
根を愛する人づくりなどに全力で取り組んでまいりました。 
 こうした取組の中には着実に成果をあげているものはあるもの
の、島根創生計画の２大目標である「合計特殊出生率」と「人口の社
会移動」は依然として厳しい状況にあります。 
 人口減少対策には、この政策に取り組めば出生数が増える、若者の
流出が止まるといった特効薬は存在しないため、様々な政策を総動
員し、島根で暮らしたい、働きたい、結婚したい、子育てしたいと希
望する方が、安心して希望を実現できる環境づくりを着実に進めて
まいります。 
 さらに、国に対しては、中小企業の賃上げを阻害する大企業と中小
企業の取引環境の是正、物価上昇の要因となっている過度な円安の
是正、税制の見直しなどによる東京一極集中の是正といった一地方
では解決できない日本社会・日本経済全体の課題への対策を県の重
点要望や知事会の場などを通じてしっかり求めてまいります。 
 また、島根創生を進めるに当たりましては、現場主義と県民目線に
より、県民の皆様の声をしっかり聴いて地域の状況や課題を具体的
に把握し、市町村や関係団体等とも幅広く協働し、「人口減少に打ち
勝ち、笑顔で暮らせる島根」の実現に向けて取り組んでまいります。 
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（任期：令和７年７月３日～令和９年７月２日（五十音順、敬称略）） 

氏 名 役 職 氏 名 役 職 

 青 野 幸 子
あ お の さ ち こ

 島根県商工会女性部連合会 会長 田 邊
た な べ

裕 子
ゆ う こ

 えーひだカンパニー株式会社 取締役 

浅 津
あ さ つ

知 子
と も こ

 未来へつなぐいのち島根県連盟 会長 谷 田
た に だ

一 子
か ず こ

 京見屋分店 

有 田
あ り た

五 海
い つ み

 島根県保育協議会 理事 長 戸
な が と

結 唯
ゆ い

 公募委員 

池 田 高 世 偉
い け だ こ う せ い

 島根県町村会 会長 中 村 真 実 子
な か む ら ま み こ

 株式会社山陰合同銀行 取締役監査等委員 

池 田 康 枝
い け だ や す え

 公益社団法人島根県看護協会 会長 成 相 善 朗
な り あ い よ し ろ う

 日本労働組合総連合会島根県連合会 会長 

上 床 絵 理
う わ と こ え り

 高津川リバービア株式会社 代表取締役 日 髙
ひ だ か

光 弘
み つ ひ ろ

 島根県農業協同組合 代表理事副組合長 

大 谷 浩
お お た に  ひ ろ き

 国立大学法人島根大学 学長 福 島 英 治
ふ く し ま え い じ

 漁業協同組合 JF しまね 代表理事専務 

金 崎
か ね さ き

芳 男
よ し お

 島根県中小企業団体中央会 会長 松 尾 倫 男
ま つ お の り お

 株式会社山陰中央新報社 代表取締役社長 

金 築 理 惠
か ね ち く り え

 有限会社 Will さんいん 代表取締役 室 崎 富 恵
む ろ さ き と み え

 社会福祉法人島根県社会福祉協議会 副会長 

久 保 田 章 市
く ぼ た し ょ う い ち

 島根県市長会 会長 森 本 紀 彦
も り も と の り ひ こ

 一般社団法人島根県医師会 会長 

佐 藤 隆
さ と う  た か し

 島根県森林組合連合会 代表理事専務 山 﨑 瑞 穂
や ま さ き み ず ほ

 フリーアナウンサー 

三 瓶 裕 美
さ ん べ ひ ろ み

 つちのと舎 代表  

田 部 長 右 衛 門
た な べ ち ょ う え も ん

 島根県商工会議所連合会 会頭  

※総合開発審議会開催日(令和７年 10 月 21 日)時点 


